
 

1.「住宅の応急修理制度」について 

１ 事業の概要 

 「東日本大震災」により「全壊・大規模半壊又は半壊した住宅」を市町村が業者に依

頼して一定の範囲内で応急修理する制度です。 

２ 対象世帯 

 以下の全ての要件を満たす世帯が対象となります。 

 ①大規模半壊又は半壊の被害を受けたこと（市町村が発行するり災証明書が必要とな

ります）。なお、全壊の場合でも、応急修理をすることにより、居住が可能となる

場合は対象です。 

 ②応急修理を行うことによって避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。 

 ③応急仮設住宅を利用しないこと。 

３ 所得制限等 

 平成 21年の世帯全体の年収等が以下のいずれかに該当する世帯が対象です。 

  ①世帯全体の年収が 500 万円以下の場合 

  ②世帯全体の年収が 500 万円超、700万円以下で、かつ、世帯主が 45歳以上又は要

援護世帯 

  ③世帯全体の年収が 700 万円超、800万円以下で、かつ、世帯主が 60歳以上又は要

援護世帯 

 ただし、大規模半壊又は全壊の住家被害を受けた世帯については、所得制限はありま

せん。 

４ 住宅の応急修理の内容 

 住宅の応急修理は居室、炊事場、便所等の日常生活に必要欠くことのできない部分で

あって、より緊急を要する箇所について実施します。緊急度の優先順は次のとおりです。 

 ①屋根・柱・床・外壁・基礎等、      ②ドア・窓等の開口部、 

 ③上下水道・電気・ガス等の配管・配線、  ④衛生設備 

   注１）地震の被害と直接関係のある修理のみが対象です 

   注２）内装に関するものは原則として対象外です 

   注３）家電製品は対象外です 

５ 限度額 

 ①一世帯あたりの限度額は 52万円です。 

 ②同一世帯（１戸）に２以上の世帯が居住している場合でも、上記①の一世帯あたり

の限度額以内となります。 



６ 手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ その他 

  年収額の計算方法や、修理対象工事の具体的内容等を記載した｢Q＆A｣をあわせて配布

します。 

   

申込者 

（被災された方） 

 

町窓口 

③申込者は、住宅の修理見
積を業者に依頼し、町が
交付した修理見積書様式
で見積書を作成してもら
います 

⑤町は見積内容を
審査し、業者に修
理依頼書を交付
します

申込者 

（被災された方） 

工事業者 

 

見積2部作成 

（申込者用・町用） 

町 
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工事業者 

④業者から、町に修
理見積書を提出
します 

⑥業者は、町から修理依頼書の交
付があったことを申込者に連絡
し、応急修理を実施します 

 
 
 ※限度額を超える部分の工事 
  は、申込者の負担となります

申込者 

（被災された方） 

 

工事業者 

⑧町は、工事の完了
を確認し、応急修
理に要した費用
（52万円限度）の
支払い手続きを
行います 

町 

窓口 

 

工事業者 

⑦業者は、工事完了
後、工事完了報告
書を町に提出し
ます 

１．町に申込みをする 

２．業者に見積相談する 

町から
業者に修理依頼

３．業者が応急修理をする 

応急修理完了 

①応急修理申込書を町に提
出します 

②市町村から業者を斡旋。
市町村は、修理見積書の
様式を申込者に交付しま
す 

④業者から、申込者に修理
見積書の提出があります


